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「暴風警報・暴風雪警報・特別警報・危険警報」発令時における対応について 

 
  このことについて、次のように対応しますのでお知らせいたします。         
なお、警報が発令されていない場合でも、危険が明らかに予想されたり、危険があったりする時は、学校から各保

護者にメッセージ配信した上で適切な措置を取らせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

記 

１．暴風警報・暴風雪警報・特別警報・危険警報が発令されている場合 

⇒ 登校させないで下さい ※自宅待機 
 

２．暴風警報・暴風雪警報・特別警報・危険警報が解除された場合 

 ①午前７時までに解除された場合 

○安全を確認の上、通常通り登校させて下さい。  

 ②午前７時以降午前８時３０分までに解除された場合   

○安全を確認の上、登校させて下さい。簡易給食で平常授業です。 

※８：３０以降に登校しても「遅刻」ではありません。 

 ③午前８時３０分以降午前１１時までに解除された場合 

   ○午前中に授業開始の場合、簡易給食になることがあります。 

   ○学校からのつながる連絡の内容に従い、保護者が安全を確認のうえ登校させてください。 
 

３．午前１１時の時点で暴風警報・暴風雪警報・特別警報・危険警報が解除されない場合 

    ⇒ 登校させないで下さい ※臨時休校 
 

４．その他の場合 

 ①登校途上において暴風警報・暴風雪警報・特別警報・危険警報が発令された場合 

○つながる連絡で保護者に連絡すると同時に、速やかに児童を帰宅させます。状況によって

保護者の方にお子さんを迎えに来ていただくこともあります。 

 ②始業後に暴風警報・暴風雪警報・特別警報・危険警報が発令された場合 

○つながる連絡で保護者に連絡すると同時に、速やかに下校の準備、帰宅をさせます。 

○下校の方法については下校バスまたは職員の引率を想定していますが、状況によって保護

者の方にお子さんを迎えに来ていただくこともあります。 
             

【注】 

(1)テレビ、ラジオ等で報道される気象情報は市町別に情報が出されます。   

  (2)警報が発令されていなくても危険が予想される場合は、事故のないよう適切な対応をして下さい。 

(3)被災等（例：山崩れ・道路や橋の冠水・決壊など）で登校の危険や支障のあるときは、自宅待機さ

せ、その旨を学校へ連絡して下さい。  

  ★ 警報等が発令された当日、個人での学校への問い合わせはご遠慮下さい。 
 

上記を原則としますが、風雨および雪等の状況や被災状況により、対応を変更する場合が

あります。なお、その場合はつながる連絡等でお知らせします。 

 

 

保存版【家庭掲示用】 

バス運行については、学校が

バス会社と打ち合わせ次第、

つながる連絡システムでお知

らせします。 



参考資料 

 

防災気象情報一覧  ※気象庁HPの一部抜粋 

 

警戒レベル５・・・特別警報 

災害が発生又は切迫していることを示す警戒レベルに相当します。 

 何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況となっています。命の危

険が迫っているため直ちに身の安全を確保してください。 

 

警報レベル４・・・危険警報 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベルに相当します。  

 災害が想定されている区域等では、自治体からの避難指示の発令に留意するととも

に、避難指示が発令されていなくてもキキクル（危険度分布）や河川の水位情報等を用

いて自ら避難の判断をしてください。 

 

 


